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聖籠町職員の給与に関する条例及び聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服

務等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和元年９月３０日 

聖籠町長  西 脇 道 夫 

聖籠町条例第３号 

聖籠町職員の給与に関する条例及び聖籠町消防団員の定員、任免、給与、

服務等に関する条例の一部を改正する条例 

（聖籠町職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 聖籠町職員の給与に関する条例（昭和３６年聖籠町条例第１３号）の

一部を次のように改正する。 

第１６条の５第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、若し

くは失職し」を削る。 

第１６条の６第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員を

除く。）」を削る。 

第１６条の８第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当し

て同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第２項第１号中「、

若しくは失職し」を削る。 

第１８条第５項中「前４項」を「前各項」に改め、同条第６項中「当該各

項」を「これらの規定」に改め、「若しくは地方公務員法第１６条第１号に

該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、「当該各項」を

「それぞれ第２項又は第３項の規定」に改める。 

 （聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４１

年聖籠町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第１号を削り、第２号中「禁固」を「禁錮」に改め、同号を第１

号とし、第３号中「免職の」の前に「懲戒」を加え、同号を第２号とし、第

４号を第３号とする。 

  第５条第２項第１号中「前条第３号」を「前条第２号」に改める。 

附 則 
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 この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 


